
（22）

廃
棄
物
減
量
等
推
進
員

　

新
し
い
推
進
員
が
決
定
し
ま
し
た
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す（
敬
称
略
）。

地 

区 

名　

北
２
丁
目
２
区

推
進
員
名　

坂
庭　

三
夫

問
合
せ　

環
境
課
☎（
48
）０
３
３
１

令

和

２

年

成

人

式

と
き　

令
和
２
年
１
月
12
日（
日
）午
後

　

２
時
～
４
時（
１
時
30
分
か
ら
受
付
）

と
こ
ろ　

ア
ス
カ
ル
幸
手
さ
く
ら
ホ
ー
ル

対
象　

平
成
11
年
４
月
２
日
～
平
成
12

　

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

※
11
月
中
旬
に
案
内
状
を
郵
送
し
ま
す
。

　

転
出
し
た
人
は
申
込
み
が
必
要
で
す
。

▼
実
行
委
員
の
募
集

活
動
内
容　

成
人
式
の
企
画
・
運
営

対
象　

市
内
在
住
の
成
人
式
対
象
者

募
集
人
数　

５
人
程
度

※
市
内
中
学
校
推
薦
者
を
含
め
た
15
人

　

程
度
で
組
織
予
定
。
申
込
多
数
の
場

　

合
は
書
類
選
考
。

応
募
方
法　

８
月
１
日（
木
）
～
15
日

　

（
木
）
に
応
募
用
紙（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
、
社
会
教
育
課
窓
口
で
配
布
）
を

　

メ
ー
ル（k-syakai@city.satte.lg.

　
j
p

）ま
た
は
社
会
教
育
課
窓
口
へ

問
合
せ　

社
会
教
育
課　

内
線
６
４
３

社

会

福

祉

課

か

ら

▼
セ
ル
フ
複
写
機（
コ
ピ
ー
機
）の
設
置

　

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
の
た
め
、

と
き　

毎
週
水
曜
日
午
後
５
時
30
分
～

　

７
時
30
分

と
こ
ろ　

ウ
ェ
ル
ス
幸
手
第
３
会
議
室

費
用　

無
料

申
込
み　

令
和
元
年
度
就
学
援
助
費
認

　

定
通
知
書
、
印
鑑
を
持
参
の
上
、
社

　

会
福
祉
課
へ

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３

　

５
・

（
43
）５
６
０
０

男

女

共

同

参

画

推
進
協
議
会
委
員
募
集

募
集　

市
内
在
住
ま
た
は
事
業
者
の
代

　

表
者
で
、
70
歳
未
満
の
人

募
集
人
数　

13
人

任
期　

10
月
１
日
～
令
和
３
年
９
月
30
日

活
動
内
容　

男
女
共
同
参
画
の
推
進
に

　

関
す
る
調
査
・
審
議
な
ど

募
集
期
間　

7
月
31
日（
水
）ま
で

応
募
方
法　

応
募
用
紙（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
、
人
権
推
進
課
窓
口
、
各
公
民
館
、

　

図
書
館
で
配
布
）
に
必
要
事
項
を

　

記
入
し
、人
権
推
進
課
に
郵
送（
〒
３

　

４
０
‐
０
１
９
２
幸
手
市
東
４
‐
６
‐

　

８
）ま
た
は
窓
口
へ

問
合
せ　

人
権
推
進
課　

内
線
１
６
２

国

民

年

金

保

険

料

免

除
・

猶

予

制

度

　

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
、
申

請
し
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
が
免
除

ま
た
は
猶
予
さ
れ
ま
す（
所
得
審
査
あ

り
）。
申
請
月
の
２
年
１
か
月
前
ま
で

ウ
ェ
ル
ス
幸
手
１
階
ロ
ビ
ー
に
セ
ル
フ

複
写
機
を
設
置
し
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
コ
イ
ン（
貨
幣
）専
用
で
す
。
紙
幣
の

　

両
替
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

※
コ
ピ
ー
の
失
敗
は
、
機
器
の
故
障
な

　

ど
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
返
金
で
き

　

ま
せ
ん
。

※
領
収
書
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
。

※
平
日
午
後
５
時
15
分
以
降
、
土
曜
、

　

日
曜
、
祝
日
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

※
１
枚
あ
た
り
の
料
金
は
、白
黒
10
円
、

　

カ
ラ
ー
50
円
で
す
。
用
紙
は
A4
・
B4
・

　

A3
の
３
種
類
で
す
。

▼
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

　

国
民
が
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
、

罪
を
犯
し
た
人
の
更
生
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
力
を
合

わ
せ
て
犯
罪
や
非
行
の
な
い
地
域
社
会

を
築
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

法
務
省
が
主
唱
し
、
毎
年
７
月
を
強
調

月
間
と
し
て
全
国
で
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
保
護
司
な
ど
の
更
生
保
護
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
中
心
と
な
り
、
街
頭
啓
発

や
、
小
・
中
学
校
と
の
連
携
に
よ
る
作
文

募
集
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３

　

５
・

（
43
）５
６
０
０

子
ど
も
の
学
習
支
援
教
室

　

就
学
援
助
受
給
世
帯
の
中
学
３
年
生

を
対
象
に
、
高
校
進
学
に
向
け
た
学
習

支
援
教
室
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

特
例
認
定
に
当
て
は
ま
る
場
合
な
ど
は
、

免
除
・
猶
予
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
退
職（
失
業
）の
場
合
／
雇
用
保
険
受

　

給
資
格
者
証
な
ど
公
的
機
関
の
証
明

　

の
写
し
を
提
出
し
た
場
合

○
天
災
な
ど
の
場
合
／
震
災
・
風
水
害
・

　

火
災
な
ど
に
よ
り
、
住
宅
、
家
財
な

　

ど
に
つ
い
て
、
被
害
が
最
も
大
き
い

　

財
産
の
損
害
が
お
お
む
ね
２
分
の
１

　

以
上
で
あ
る
場
合

保
険
料
の
追
納　

免
除
や
猶
予
を
受
け

　

た
期
間
は
、
保
険
料
を
納
付
し
た
と
き

　

に
比
べ
、
年
金
受
給
額
は
少
な
く
な
り

　

ま
す
。
そ
の
た
め
、
10
年
以
内
で
あ
れ

　

ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
す
る
こ
と
が
で

　

き
ま
す
が
、
２
年
度
を
過
ぎ
た
分
の
保

　

険
料
に
は
、
加
算
額
が
付
き
ま
す
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課　

内
線
１
４
５

不
動
産
無
料
相
談
室

と
き　

７
月
２
日（
火
）午
後
１
時
～
４
時

※
８
月
は
お
休
み
し
ま
す
。

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
第
５
会
議
室　

内
容　

不
動
産
取
引
に
つ
い
て
の
困
り

　

ご
と
、
分
か
ら
な
い
こ
と
な
ど

※
建
築
指
導
課（
内
線
５
７
２
）で
も
問

　

合
せ
を
お
受
け
し
ま
す
。

問
合
せ　

（
公
社
）埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引

　

業
協
会
埼
葛
支
部
☎（
31
）１
１
５
７

建

築

無

料

相

談

室

と
き　

７
月
２
日（
火
）午
後
１
時
～
４
時

※
８
月
は
お
休
み
し
ま
す
。

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
第
５
会
議
室　

内
容　

建
築
物
の
新
築
・
増
築
・
改
築
・

　

リ
フ
ォ
ー
ム
・
耐
震
相
談
な
ど　

※
建
築
指
導
課（
内
線
５
７
２
）で
も
問

　

合
せ
を
お
受
け
し
ま
す
。

問
合
せ　

建
設
埼
玉
埼
葛
地
区
本
部
☎

　

（
34
）３
３
３
５
、
埼
玉
土
建
久
喜
幸

　

手
支
部
☎（
59
）３
８
１
２
、（
一
社
）

　

埼
玉
建
築
士
会
杉
戸
支
部
・
幸
手
部

　

会
☎（
48
）０
８
７
５

建

築

指

導

課

か

ら

▼
建
築
後
退
用
地
の
買
取
り

　

市
街
化
区
域
で
建
築
物
を
新
築
・
増

築
す
る
場
合
、
道
路
の
中
心
か
ら
２
ｍ

後
退
し
た
土
地（
建
築
後
退
用
地
）の
買

取
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
木
造
住
宅
耐
震
補
助

　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
、
建
築

確
認
を
取
得
し
建
築
し
た
木
造
一
戸
建

て
の
住
宅
な
ど
の
耐
震
診
断
や
、
耐
震

改
修
工
事
が
対
象
で
す
。

補
助
額　

耐
震
診
断
に
要
し
た
費
用
の

　

１
／
２
で
最
高
で
５
万
円
、
耐
震
改

　

修
工
事
に
要
し
た
費
用
の
１
／
２
で

　

最
高
で
20
万
円

※
市
内
の
設
計
業
者
・
施
工
業
者
に
発

　

注
す
る
も
の
が
対
象
で
す
。詳
細
は
、

　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

建
築
指
導
課　

内
線
５
７

　

２
・
（
43
）７
６
５
６

採
用
予
定
人
数
（
令
和
２
年
４
月
１
日
付
）

・
一
般
事
務
／
５
人

・
一
般
事
務
（
障
が
い
者
手
帳
の
交
付
を

　

受
け
て
い
る
人
）
／
１
人

・
土
木
／
１
人

・
保
健
師
の
資
格
を
有
す
る
人
（
資
格

　

取
得
見
込
の
人
含
む
）
／
１
人

※
年
齢
な
ど
の
要
件
あ
り
。

受
付　

８
月
１
日（
木
）
～
15
日（
木
）

　

持
参
／
庶
務
課（
土
曜
・
日
曜
、
祝

　

日
を
除
く
）　

郵
送
／
期
間
内
消
印

　

有
効（
簡
易
書
留
）

試
験
日　

１
次
試
験
／
９
月
22
日（
日
）

※
２
次
試
験
に
つ
い
て
は
後
日
連
絡
。

※
受
験
案
内
・
申
込
書
は
７
月
１
日

　

（
月
）か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び

　

庶
務
課
窓
口
で
配
布

▼
幸
手
市
職
員
採
用
説
明
会

　

市
の
魅
力
や
試
験
制
度
の
概
要
を
説
明

し
ま
す
。
直
接
職
員
か
ら
話
が
聞
け
る
機

会
で
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

と
き　

７
月
20
日（
土
）午
前
10
時
～
午

　

後
０
時
30
分（
９
時
30
分
受
付
）

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
第
１

　

会
議
室

内
容　

市
長
メ
ッ
セ
ー
ジ
、市
の
魅
力
・

　

仕
事
内
容
、
勤
務
条
件
・
試
験
概
要

　

の
説
明
、
若
手
職
員
と
の
意
見
交
換

対
象　

市
職
員
採
用
試
験
の
受
験
を
検

　

討
し
て
い
る
人

※
職
種
に
よ
り
受
験
資
格
が
異
な
り
ま

　

す
。受
験
案
内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

定
員　

50
人（
申
込
み
順
）

申
込
み　

７
月
４
日
（
木
）
～
15
日
（
月
・
祝
）

　

ま
で
に
メ
ー
ル
で
、
件
名
に
「
幸
手

　

市
職
員
採
用
説
明
会
申
込
」、
本
文

　

に
「
氏ふ

り
が
な名

・
年
齢
・
電
話
番
号
・
受

　

験
希
望
職
種
」
を
記
入
の
上
、
庶
務

　

課（syomu@city.satte.lg.jp

）へ

参
加
可
否
の
連
絡　

申
込
時
の
メ
ー
ル

　

ア
ド
レ
ス
に
返
信

※
７
月
16
日（
火
）ま
で
に
メ
ー
ル
が
届

　

か
な
い
場
合
は
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

庶
務
課　

内
線
２
３
２

自

衛

官

募

集

▼
航
空
学
生

受
付　

９
月
６
日（
金
）必
着

資
格　

日
本
国
籍
を
有
し
高
卒
者（
見

　

込
み
含
む
）

・
空
／
18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
人

・
海
／
18
歳
以
上
23
歳
未
満
の
人

試
験
日　

１
次
試
験
／
９
月
16
日
（
月
・
祝
）

▼
一
般
曹
候
補
生

受
付　

９
月
６
日（
金
）必
着

資
格　

日
本
国
籍
を
有
し
18
歳
以
上
33

　

歳
未
満
の
人

試
験
日　

１
次
試
験
／
９
月
20
日
（
金
）
～

　

22
日（
日
）の
指
定
さ
れ
た
日

▼
自
衛
官
候
補
生

受
付　

年
間
を
通
じ
て
受
付
中

資
格　

日
本
国
籍
を
有
し
18
歳
以
上
33

　

歳
未
満
の
人

試
験
日　

受
付
時
に
お
知
ら
せ

※
詳
細
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本

　

部
さ
い
た
ま
地
域
事
務
所
☎
０
４
８

　

（
６
５
１
）２
４
２
０

消

防

職

員

募

集

採
用
試
験　

上
級
・
中
級
・
初
級

※
詳
細
は
、
受
験
案
内
に
掲
載
。

受
験
資
格　

上
級
／
平
成
５
年
４
月
２

　

日
か
ら
平
成
10
年
４
月
１
日
生
ま
で

　

中
級
／
平
成
７
年
４
月
２
日
か
ら
平　

　

成
12
年
４
月
１
日
生
ま
で

　

初
級
／
平
成
９
年
４
月
２
日
か
ら
平

　

成
14
年
４
月
１
日
生
ま
で

申
込
み　

７
月
12
日（
金
）
～
８
月
８

　

日（
木
）

第
１
次
試
験　

９
月
22
日（
日
）

※
申
込
書
は
消
防
局
総
務
課
お
よ
び
各

　

署
所
で
配
布
ま
た
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ（h
t
t
p
:
/
/
s
a
i
t
a
m
a
t
o
b
u
-
1
1
9
.

　
jp

）か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
。

問
合
せ　

埼
玉
東
部
消
防
組
合
消
防
局

　

総
務
課
☎（
21
）２
７
１
１

ひ
と
り
親
無
料
相
談
会

と
き　

８
月
２
日（
金
）午
前
10
時
～
午

　

後
４
時

と
こ
ろ　

久
喜
総
合
文
化
会
館

内
容　

日
常
生
活
・
お
仕
事
・
健
康
福

　

祉
・
子
育
て
に
関
す
る
相
談
、
セ
ミ

　

ナ
ー
、
マ
マ
カ
フ
ェ
（
要
申
込
み
）

※
離
婚
前
の
人
も
可
。
無
料
保
育
サ
ー

　

ビ
ス
あ
り
。

問
合
せ　

東
部
中
央
福
祉
事
務
所
☎

　

０
４
８（
７
３
７
）２
３
５
９

今

月

の

納

税

な

ど

固
定
資
産
税　
　
　
　
　
　
　

第
２
期

国
民
健
康
保
険
税　
　
　
　
　

第
１
期

介
護
保
険
料　
　
　
　
　
　
　

第
１
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　
　

第
１
期

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
人
は
、
残
高

　

不
足
な
ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
休
日
納
税
相
談

と
き　

７
月
28
日（
日
）午
前
８
時
30
分
～

　

午
後
５
時（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

と
こ
ろ　

納
税
課

▼
夜
間
納
税
相
談

と
き　

７
月
10
日（
水
）午
後
５
時
15
分
～

　

９
時

と
こ
ろ　

納
税
課

市

役

所

休

日

開

庁

　

各
種
証
明
書
の
交
付
や
納
税
相
談
な

ど
を
行
う
た
め
、
毎
月
最
終
日
曜
日
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時（
正
午
～
午

後
１
時
を
除
く
）、
市
役
所
の
一
部
を

開
庁
し
ま
す
。７
月
は
28
日（
日
）で
す
。

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

開
庁
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金
課
、

　

税
務
課
、
納
税
課

■
５
月
の
幸
手
市
内
の
消
防
出
動
件
数
／
救
急
車
出
動
件
数
２
１
４
件（
交
通
事
故
23
件
、
急
病
１
３
４
件
、
そ
の
ほ
か
57
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
火
災
発
生
件
数
７
件

　
火
災
と
救
急
は
１
１
９
番〔
火
災
発
生
時
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎（
42
）９
１
１
９（
幸
手
消
防
署
）〕

☎
（22）

下
水
道
事
業
受
益
者

負
担
金
の
納
期
で
す

　

今
月
は
、
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担

金
の
第
１
期
の
納
期
で
す
。
７
月
31
日

（
水
）ま
で
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

下
水
道
課
☎（
47
）
３
３
４

　

０
・

（
48
）０
１
２
０

上
下
水
道
料
金
夜
間
窓
口

　

毎
月
、
夜
間（
午
後
８
時
ま
で
）に
上

下
水
道
料
金
を
納
入
で
き
る
よ
う
第
２

浄
水
場
を
開
庁
し
て
い
ま
す
。
７
月
は

30
日（
火
）で
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）０
０
５   

　

０
・

（
48
）０
１
２
０

（23）

幸

手

市

職

員

募

集

採
用
予
定
人
数
（
令
和
２
年
１
月
１
日
付
）

・
一
般
事
務（
民
間
企
業
等
職
務
経
験

　

者
）
／
２
人

・
保
健
師
の
資
格
を
有
す
る
人（
民
間

　

企
業
等
職
務
経
験
者
）
／
１
人


